
 

肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務委託契約書 

 

 

１ 委託業務の名称  肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務 

２ 委 託 期 間  契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

３ 委 託 料 の 額  業務１日当たり金      円とする。 

（実績日数に１日あたりの単価を乗じて得た額に、消費税及

び地方消費税を加えた額を支払う。） 

４ 契 約 保 証 金  免除 

 

 上記委託業務について、委託者「福島県」を甲とし、受託者「         」を

乙として、次の各条項により委託契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものと

する。 

 

（業務の委託） 

第１条 甲は、次条の業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託

 する。乙は善良な管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。 

２ 本契約の履行に当たり乙は、別紙「肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務

委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に従い、業務に従事する社員を適正に配置し、

指導監督を行い、委託業務の趣旨に従い、管理者の注意をもって処理しなければならな

い。 

（委託業務の内容） 

第２条 甲が乙に委託する業務は、仕様書のとおりとする。 

２ 乙は委託業務を甲の指定する期日までに終了しなければならない。 

３ 委託業務を処理するために必要な原票その他資料等は、甲が指定する日にその都度乙

 に提供する。 

（作業場所） 

第３条 乙は、委託業務を甲が指定する場所で実施することとする。 

（委託業務の処理） 

第４条 乙は、甲の指示に基づいて委託業務を処理するものとする。この場合において、

乙の責めに帰すべき事由により、甲の指示どおりに委託業務を処理できない場合は、甲

の承認を受けて、乙の責任において甲の指定する期日までに当該業務を終了しなければ

ならない。この場合における当該処理に要する経費は、乙の負担とする。 

２ 乙は業務の総括的な能力を有するもの（以下「業務責任者」という。）を選任し、次

 の職務を行わせるものとする。 

① 甲との連絡調整、報告書の作成 

② 業務社員に対する指導・教育 

③ その他業務社員の配置、スケジュール等人事、業務管理全般         

３ 甲は本契約の履行に関して委託者としての注文、指示等は、乙が選任した業務責任者

 に対して行い、乙の業務社員に対して直接これを行わない。  

（協力義務） 



第５条 乙は、委託業務の処理に当たって、常に義務運営の円滑な進行に協力するものと

する。 

（報 告） 

第６条 乙は対象月の業務が終了したときは、翌月の１０日までに業務委託完了報告書に

業務委託実施確認書を添付し、甲に提出し、その確認を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、受託業務の実施

の方法がこの契約に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべ

きことを乙に対して指示するものとする。 

（委託料の支払） 

第７条 乙は、前条の規定により甲の確認を受けたときは、所定の手続きに従い委託料の

 請求をすることができる。 

２ 甲は、請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

３ 甲の責に帰すべき事由により第１項の規定に関わる支払が、前項に規定する支払期限

 までに支払われない場合には、乙は、その請求額につき、遅延日数に応じ年２．７パー

 セントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、委託業務に係るデータ及び各種資料等（以下「データ等」という。）を善

 良な管理者の注意をもって扱うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

 ない。 

 (1) データ等は、甲の指定した目的外に使用し、もしくは第三者に提供してはならない。

 (2) データ等は、複写又は複製してはならない。 

 (3) データ等の処理及び保管に関し、紛失、滅失、き損等の事故が発生したときは、直

  ちに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、本契約の委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

   この契約終了後もまた同様とする。 

３ 前２項の義務履行を確保するため、甲は随時乙に対して所要の措置をとるべきことを

 指示することができるものとする。 

（個人情報の保護） 

第９条 乙は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を扱う場合は、別記「個人

 報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（業務処理についての注意事項） 

第10条 乙は、第３条の規定により甲の施設、設備諸機械等を使用するときは、善良な管

 理者の注意をもって使用するものとする。 

  また、乙が甲から交付を受けた物品の使用についても同様とする。 

（委託業務以外の処理の禁止） 

第11条 乙は、委託業務以外の業務を甲の施設、設備諸機械等を用いて処理してはならな

い。 

（再委託の禁止） 

第12条 乙は、委託業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

（権利義務の譲渡禁止） 

第13条 乙は、本契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問



わず第三者に譲渡し、又は継承し、委任し、又は下請けさせてはならない。 

（契約の変更） 

第14条 委託業務の内容に著しい影響を与える変動があったときは、甲乙協議して、この

契約の一部を変更することができるものとする。 

（契約の解除） 

第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができる

ものとする。 

 (1) 天災地変その他この契約締結後に生じた事情の変更により委託業務の実施を継続す

  る必要がなくなった場合。 

 (2) 乙が委託業務を実施することができなくなった場合。 

 (3) 履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は履行期限までに明らかに委託業務

  を完了できないと認められるとき。 

(4)  乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において  「暴力団

員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に

関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

カ 下請契約又はその他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又はその他の契約の相

手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約

の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

 (5) この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲

が認めるとき。   

２ 前項第３号から第５号の規定により契約が解除された場合、甲は乙に対して委託料

を支払わず、又、これに関する一切の責めを負わないものとする。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として委託料の額

の10分の１に相当する金額を甲に納付しなければならない。 

 (1) 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合 



 (2) 乙がこの債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務

について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第

75号）の規定により選任された破産管財人 

 (2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法

律第154号）の規定により選任された管財人 

  (3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法

律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

（賠償責任） 

第17条 甲は、乙が委託業務の処理に当たり、乙の故意又は過失により甲に損害を与えた

場合は、乙に対し、その賠償を請求することができる。 

（事故その他不測の事態に対する措置） 

第18条 乙は、委託業務の処理に当たり、常に事故又は災害の防止等に努めるものとし、

 事故又は不測の事態が生じたときは、直ちに甲に通知し甲の指示に従って、適切な措置

 をとるほか、自ら臨機の措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 前項の場合において、事故又は不測の事態が発生し、甲の指示を受けるいとまがなく、

 乙自らが臨機の措置をとったときは、その顛末を速やかに甲に報告しなければならない。 

（談合による損害賠償） 

第19条 第１７条に定めるほか、甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第１５条に

規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の１０分の２に

相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第１号又は第２号 

までのうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第２条第９項の規定に基づ

く不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当

廉売に当たる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りではない。 

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第４９条の規定によ

る排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第６２条第１項の規

  定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治４０年

法律第４５号)第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、

 甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、

 その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければな

 らない。 

（違約金等の相殺） 

第20条  この契約に基づく違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があると

きは、甲はこれを委託業務の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴すること



ができる。 

２ 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する違約金及び賠償金にかかる債権につき、

 その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、

 帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める

 ことができる。 

３ 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の

 応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部

 又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。 

（受託者の義務） 

第21条 乙は、本業務の履行について法律上事業主としてのすべての責任を負うものとす

 る。 

２ 乙は、その使用者に対し、労働基準法及び他の労働関係法令上、使用者としてのすべ

 ての義務を負うものとする。 

３ 乙は本業務の処理に当たり、業務社員の秩序規律及び風紀維持の教育指導を行うもの

 とする。 

（協議） 

第22条 この契約に定めのない事項及び契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲乙協議

して定めるものとする。 

（紛争の解決方法） 

第23条  前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、

甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 

 

 この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

    平成３１年４月  日 

                                   

 

     甲  住 所  福島市杉妻町２番１６号 

             福島県 

        氏 名  福島県知事  内 堀 雅 雄 

 

     乙  住 所   

 

        氏 名   

           

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項）  

第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

   （秘密の保持）  

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。  

 ２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中

及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど

個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。  

 ３ 乙は、特定個人情報（福島県個人情報保護条例（平成６年福島県条例第７１号）第２条

第６号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）に関する内容を含む業務を行うに当た

っては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせ

ないこととするとともに、当該従業者に個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第

２条第５項に規定する個人番号をいい、死者に係るものを含む。以下同じ。）を含む特定個

人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。  

 （収集の制限）  

第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。  

   （目的外利用・提供の禁止）  

第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報（特定個人

情報を除く。）を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

 ２ 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第１９条各号（第７

号を除く。）に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかな

るときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

  （適正管理）  

第５ 乙は、業務に関して知り得た個人情報（特定個人情報を除く。）の漏えい、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

 ２ 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防

止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成２６年１２月１８日付けで特定個人情報

保護委員会が定めたもの）（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（行政機関等・地方

公共団体等編）の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業

者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  

   （複写・複製の禁止）  

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。  

  （作業場所の指定等）  

第７ 乙は、業務のうち個人情報（特定個人情報を除く。次項において同じ。）を取り扱う部



分（以下「個人情報取扱事務」という。）について、甲の指定する場所で行わなければなら

ない。  

 ２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情

報が記録された資料等を持ち出してはならない。  

  ３ 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うと

ともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。  

 ４ 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急

かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出

してはならない。  

  （資料等の返還等）  

第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された

資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に

指示したときは、この限りでない。  

 ２ 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等（原本であ

るか第６により作成した複写又は複製であるかを問わない。）の一切をこの契約の終了後直

ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等（紙に

印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの。）を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報

をいかなる手段でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る

記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を

受けなければならない。 

   （事故発生時における報告）  

第９ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  

  ２ この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案又は番号法違

反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、事業者

に おける特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について（平成２７年特定個

人情報保護委員会告示第２号）の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定

個人情報保護委員会の指示に従うものとする。  

 ３ 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の

漏えい事案等が発生した場合の対応について（平成２７年特定個人情報保護委員会告示第１

号）、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。  

  （調査等）  

第 10  甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙

に対して必要な報告を求めることができる。  

 ２ 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係

する第７の第３項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほ

か、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。  

  （指示）  

第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行

うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。  

  （再委託の禁止）  

第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。 



 ２ 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により

乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。  

  （損害賠償）  

第 13 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべ

き事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、

乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。  

 ２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞な

く甲の求償に応じなければならない。  

  （契約解除）  

第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたと

きは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本

文の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

 

３ 委託業務の内容 

下記業務を履行場所において履行すること。 

（１）肝炎医療費助成システムデータエントリー業務 

（２）上記（１）の業務に付随する文書作成、発送、データ入力・集計等の業務 

〔（２）業務例 〕 

ア 肝炎治療受給者証交付申請書類（入力原票）及び出力帳票等の内容確認チェック 

イ 肝炎認定協議会審査書類等の作成・送付 

ウ 審査結果通知後の受給者証等の発行・送付 

エ 申請書類等のファイリング 

オ 受給者証認定交付データの集計 

カ 医療費償還払請求書類の確認チェック 

キ 償還払債権者データ登録及び償還払請求額等のデータ入力・集計業務 

ク その他、関連する文書等の作成、発送、データ入力・集計業務等 

（３）肝がん入院医療費助成システムデータエントリー業務 

（４）上記（３）の業務に付随する文書作成、発送、データ入力・集計等の業務 

〔（４）業務例 〕 

ア 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書類（入力原票）及び出力

帳票等の内容確認チェック 

イ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業認定協議会審査書類等の作成・送付 

ウ 審査結果のデータ入力・集計 

エ 保険者照会書類等の作成・送付 

オ 保険者照会結果のデータ入力・集計 

カ 審査及び保険者照会後の参加者証等の発行・送付 

キ 申請書類等のファイリング 

ク 参加者証認定交付データの集計 

ケ 医療費償還払請求書類の確認チェック 

コ 償還払債権者データ登録及び償還払請求額等のデータ入力・集計 

サ その他、関連する文書等の作成、発送、データ入力・集計業務等 

 

４ 業務日程及び履行期日等 

 (１) 業務日程については、事前に業務を依頼する日程を調整のうえ、その都度、健康増

進課より業務日、履行期日等を指示することとする。 

（２）業務日数については、月１５日（週３日～４日）以内での作業を基本とするが、繁

忙時期（年度末・年度初）等については、年間業務予定日数の範囲内で月又は週の業



務予定日数を調整・変更することがあるため、臨機応変に対応が可能であること。 

 （３）１日当たりの業務時間等については７時間４５分〔８：３０～１７：１５（休憩（

休息時間含）１２：００～１３：００）〕とする。ただし土・日・祝日・年末年始等の

業務は行わない。 

 

５ 履行場所及び履行方法等 

（１）履行場所は次のとおりとする。 

福島市杉妻町２番１６号 

福島県保健福祉部地域医療課（福島県庁西庁舎７階） 

（２）履行方法 

・ データエントリー作業については、履行場所に設置された専用の端末機により、上

記履行場所に来庁のうえ作業を行うものとする。 

・ 入力データについては専用端末及び指定ハードディスクへのデータ保存、バックア

ップ作業を行うものとする。 

・ また、データエントリー作業後は正確性を確保するため、必ずベリファイ（確認）

作業を実施し、出力帳票等により指定職員の確認を得るものとする。 

・ その他、データエントリー業務及びこれに付随する業務について確認が必要な内容

については、その都度指定職員の指示に従うものとする。 

 

６ 年間予定数量（業務日数） １８８日以内 

   

７ データエントリー業務 年間処理（予定）件数 

（１）肝炎医療費助成システムデータエントリー業務 

  ・受給者証交付申請登録        １５００件 

  ・承認事項変更（追加）申請登録     １３０件 

  ・有効期間延長申請登録           ５件 

  ・受給者証再交付申請登録         １５件 

  ・医療費償還払データ・債権者データ登録 １５０件 

       計                   １，８００件 

（２）肝がん入院医療費助成システムデータエントリー業務 

  ・参加者証交付申請登録         １００件 

  ・承認事項変更申請登録          １５件 

  ・医療費償還払データ・債権者データ登録  １０件 

       計                     １２５件 

    

８ 委託料（月額）の積算 

  上記３の（１）及び（２）に掲げる業務に係る契約金額（業務１日当たりの単価）

に月当たりの業務実績（業務日数）を乗じて得た金額に、当該金額の１００分の８に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）により積算するものとする。 

 

 



（様式１）（第６条関係）  

肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務委託完了報告書 

 

                                                  平成  年  月  日 

 

 

 

 

     福 島 県 知 事 

    内堀 雅雄   様 

 

                                    所 在 地  

                                    受託者名称  

                  代 表 者 名              印 

 

 平成  年 月 日付けで契約した肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務  

（  年  月  分）について下記のとおり完了したので報告します。  

 

 

                                     記 

 

１ 委託業務名  肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務 

 

２ 業務実績  

 

業務実施月  業務実施日数  備   考  

 

    年   月  

 

 

        日  

 

（実績内訳  は別紙  

実施確認書のとおり） 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２）（第６条関係）  

肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務委託実施確認書 

 

                                                    （平成  年  月分） 

 

委託業務実施日  業務従事者名  
所   見  確  認  者  

印  
（実施確認年日日）  職・氏  名  

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

年   月   日  
  

 

 

 

 

 



（様式３）（第７条関係）  

肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務委託請求書  

 
                                                  平成  年  月  日 

 

 

 

     福 島 県 知 事 

    内堀 雅雄   様 

 

                                    所 在 地  

                                    受託者名称  

                  代 表 者 名              印 

 

 
肝炎医療費助成システムデータエントリー等業務（平成    年  月分）に係る委託料とし

て下記のとおり請求します。 

 

請求金額 \        円 
 

【請求内訳】 

  

業務実施日数 

（  月分） 

 

単 価 

 

金 額 

              日 円 
 

            円 

 

（消費税及び地方消費税） 

 

            円 

  

       合    計 

 

            円 

 

 

（振込口座）  

銀行      支店  

普  通  ・  当  座  

口座名義   

口座番号         

      


